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1 9、11、26

　人間の経済活動（間伐や狩猟）に
よって自然や生物種が保たれるという
ことは、人間が積極的に自然に関わら
なければならないことを認識させると思
います。

　生物多様性の保全のためには、人間
が積極的に関わっていかなければなら
ないことを県民に普及してまいります。

無

2 10

　イヌワシ分布図について
　イヌワシは貴重な種であるとして絶滅
危惧Ⅰ類に入っているが、分布図で
は、最も詳細に調査されている徳山ダ
ム集水域のイヌワシがネグレクトされ
ているように見える。「徳山ダムにおけ
る環境の保全　第Ⅱ編　希少猛禽類」
は、多大な公金を投入してまとめられ
た資料である。行政（岐阜県）として、こ
うしたものを十分に活用してほしい。イ
ヌワシについて、たまたま、徳山ダム
建設所の資料を見て気づいたが、他
の地域、他の希少種については「大丈
夫」なのか、疑問が残る。

　この分布図は、「岐阜県の絶滅のお
それのある野生生物（動物編）改訂版
－岐阜県レッドデータブック」より引用
したものですので、次回のレッドデータ
ブック改訂にあたっては、ご指摘を踏
まえて関係機関と調整のうえ各種資料
の活用に努めます。

無

3 12、30

　同種の動物でも遺伝子がわずかに
異なり、遺伝子汚染を起こすことは一
般に認知はされていないと思うので積
極的に知らしめていくべきと思います。

　生態系や種の多様性の重要性は相
当理解されていると思いますが、遺伝
子の多様性も重要であることは、まだ
十分に浸透していないため、生物多様
性に関する正しい理解が浸透するよう
努めます。

無

4 55

　補助金などの制度は県民が積極的
に参加していただける機会をつくる良
いきっかけになると思うので周知してい
ければよいと思います。環境保全が産
業につながるようになれば、より生物
多様性の保全が進むと思います。

　制度の周知に努めます。 無

「岐阜県の生物多様性を考える」－生物多様性ぎふ戦略の構築－（案）に対する意見募集結果


